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平成30年度税率
改正前 改正後

医 療 給 付 費 分

所 得 割 率 ７.５％ ７.５％
資 産 割 率 ９.０％ 廃止
均 等 割 額 ９,０００円 ２１,０００円
平 等 割 額 １２,０００円 廃止
限 度 額 ５３万円 ５４万円

後  期  高  齢  者
支    援    金    分

所 得 割 率 ２.３％ ２.３％
均 等 割 額 ７,０００円 ７,０００円
限 度 額 １６万円 １７万円

介 護 納 付 金 分
所 得 割 率 ２.４％ ２.４％
均 等 割 額 １１,０００円 １１,０００円
限 度 額 １４万円 １５万円

前年の世帯の総所得金額など 軽減
割合改正前 改正後

33万円以下 33万円以下 ７割
33万円＋（27万×被保険者数）以下 33万円＋（27万5千円×被保険者数）以下 ５割
33万円＋（49万円×被保険者数）以下 33万円＋（50万円×被保険者数）以下 ２割

【平成30年度国民健康保険税などの改正について】

【平成30年度の赤字補てんについて】　
市の国民健康保険加入者の医療費は、長寿化や医療技術の高度化などにより毎年度増加してい
ます。このため、複数年を見込んだ医療費などの見通しが困難なため、医療費などの給付と税負担
との関係を毎年度検証しながら、国民健康保険税を改正することとしています。
　なお、平成30年度については赤字が見込まれますが、一般会計からの繰入金を補てんすること
で対応します。

平成30年度当初の実質赤字補てん額
（見込み）

一般会計からの繰入金
5億6,848万4千円（赤字補てん分）

安定的な事業運営のために

国民健康保険税改正
～医療費などの給付と税負担を毎年度検証しています～

国民健康保険運営協議会の様子

国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の皆さんへ

国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方の健康維持・増進のため、人間ドックお
よび脳ドックの検査料と保養施設の宿泊料を一部助成します。ぜひ、ご利用ください。

　　　　   　　　　　北川辺☎0280・61・1201、大利根☎0480・72・1325）

人間ドック・脳ドックの検査料
保養施設の宿泊料を一部助成

　　　問合せ　国保年金課（☎内線148・149）各総合支所市民福祉健康課（騎西☎内線115・116、　　　　問合せ　国保年金課（☎内線148・149）各総合支所市民福祉健康課（騎西☎内線115・116、　

問合せ　国保年金課（☎内線151・481）問合せ　国保年金課（☎内線151・481）

　国民健康保険事業は、これまで市町村それぞれが保険者となっ
て運営していましたが、平成30年度からは県と市町村が共同保険
者となって広域的に運営することになります。
　そこで、平成30年度については、こうした国民健康保険の広域
化を見据えた新たな基本方針（①地方税法などに則した改正、②
低所得者に極力配慮した改正、③国民健康保険加入者と社会保
険加入者のバランスを考慮した改正、④国・県における制度改正
を踏まえた改正）のもと、国民健康保険税の改正を行いました。


